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関連規定 

 

意匠法 

第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若し

くは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以

下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し

た結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第

三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第

六号を除き、以下同じ。）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。  

２ この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入（外国にある者が外国

から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。）又は譲渡若しくは貸渡しの申

出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出を

する行為 

三 意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（特許法（昭和三十

四年法律第百二十一号）第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。

以下この号において同じ。）について行う次のいずれかに該当する行為 

イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供

のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」とい

う。）の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 

（第３項略） 

 

第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受け

ようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 

三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 

２ 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を

現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の

別を願書に記載しなければならない。 
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３ 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に

添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有す

る者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠

を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記

載しなければならない。 

４ 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画

像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前

後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするとき

は、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならな

い。 

５ 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付

するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。 

６ 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。 

７ 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写

真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又

は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。 

 

第八条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定める

もの（以下「組物」という。）を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として

統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 

 

第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾（以下「内装」という。）を

構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるとき

は、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 

 

意匠法施行規則 

様式第２［備考］ 

８ 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る

物品】」の欄には、次の事項を記載する。 

イ 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき（物品の部分に画像を表示する場合を

含む。）は、物品を記載する。 

ロ 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき（建築物の部分に画像を表示する

場合を含む。）は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。 
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ハ 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像

の用途を記載する。 

39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用

の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像

の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明

を記載する。 

40 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみで

はその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の

操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのい

ずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。 

41 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠につ

いて意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品

又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。 

 

様式第６［備考］ 

８ 立体を表す図面は、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図を

もつて記載する。記載した図と同一又は対称である図は、当該図が他のいずれの図と同一又は

対称であるかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて当該図の記載に代えることが

できる。 

９ 等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図（キャビネット図（幅

対高さ対奥行きの比率が１対１対２分の１のもの）又はカバリエ図（当該比率が１対１対

１のもの）に限る。）であつて、次の表の左の欄に掲げるものは、その右の欄に掲げる図の全部

又は一部に代えることができる。この場合において、斜投影図法により作成したときは、キャビネット

図又はカバリエ図の別及び傾角を各図ごとに願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。 

正面、平面及び右側面を表す図 正面図、平面図又は右側面図 

背面、底面及び左側面を表す図 背面図、底面図又は左側面図 

正面、左側面及び平面を表す図 正面図、左側面図又は平面図 

背面、右側面及び底面を表す図 背面図、右側面図又は底面図 

正面、右側面及び底面を表す図 正面図、右側面図又は底面図 

背面、左側面及び平面を表す図 背面図、左側面図又は平面図 

正面、底面及び左側面を表す図 正面図、底面図又は左側面図 

背面、平面及び右側面を表す図 背面図、平面図又は右側面図 
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10 平面的なものを表す図面は、同一縮尺により作成した表面図及び裏面図のうち意匠登

録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。ただし、表面図と裏

面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には、その旨を願書の「【意匠の説

明】」の欄に記載することをもつて表面図を裏面図に代えることができる。 

11 意匠法第２条第１項に規定する画像は、画像図（意匠登録を受けようとする画像を表

す図をいう。以下同じ。）に表す。画像が立体的なものである場合は、画像正面図、画像右側

面図等、画像○○図を用いる。 

12 物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、８から

11 までに規定される図において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含

むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠

登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特

定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載す

る。意匠法第８条において規定する組物の意匠及び同法第８条の２において規定する内装の

意匠の部分について意匠登録を受けようとする場合についても同様とする。 

15 ８から 10 までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、

断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の

理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える。 

24 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側

面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【○○断面

図】」、「【○○切断部端面図】」、「【○○拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面

を表す図】」、「【画像図】」、「【画像○○図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合

は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。 

 

様式第７［備考］ 

４ その他は、様式第６の備考２、３、６、８から 13 まで、15 及び 19 から 26 までと同様

とする。 

 

 

 

 


